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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物半導体層上に、上面および外側面を有し、ニッケルを含有する金属パターンを形
成する工程と、
　前記金属パターンの前記上面および前記外側面を含む露出面に対して無電解めっきによ
ってバリア層を形成し、前記金属パターンの前記上面および前記外側面を前記バリア層で
被覆する工程と、
　前記バリア層上に、無電解めっきによって導電層を形成する工程と、
　前記窒化物半導体層上に、前記導電層を覆う絶縁膜を形成する工程と、を有することを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記窒化物半導体層上に、開口を有する他の絶縁膜を形成する工程を有し、
　前記金属パターンは、前記他の絶縁膜および前記開口に接して形成され、
　前記金属パターンの前記外側面に形成された前記バリア層と前記窒化物半導体層との間
は、前記他の絶縁膜によって隔離されてなることを特徴とする請求項１記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項３】
　前記バリア層の形成は、前記金属パターンよりも大きい幅を有する開口が前記金属パタ
ーンに対応して形成されたマスクを設ける工程と、前記無電解めっきによって、前記マス
クの開口内に前記バリア層を構成する材料を充填して成長させる工程と、によりなされる
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ことを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記導電層が、前記マスクの開口内を充填して形成されることを特徴とする請求項３記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記絶縁膜は、前記バリア層および前記導電層の段差の形状を反映した段差を有し、
　前記絶縁膜の前記段差の位置に金属層を形成する工程を有することを特徴とする請求項
１から４のいずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記金属パターンを形成する工程は、前記窒化物半導体層上に、開口を有するマスクを
形成する工程と、前記マスクを用いて前記金属パターンを真空蒸着法およびリフトオフ法
により形成する工程と、を含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記金属パターンはニッケル層を含み、前記バリア層はパラジウム層またはプラチナ層
を含み、前記導電層は金層または銅層を含むことを特徴とする請求項１から６のいずれか
一項記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体を用いた半導体装置は、高周波且つ高出力で動作するパワー素子等に用い
られている。特に、マイクロ波、準ミリ波、及びミリ波等の高周波帯域での増幅に適した
半導体装置として、例えば高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ：High Electron Mobili
ty Transistor）等のＦＥＴ（Field Effect Transistor）が知られている。
【０００３】
　窒化物半導体を用いた半導体装置では、窒化物半導体層上に保護膜が設けられている。
保護膜に窒化シリコン膜を用いることで、ドレイン電流のコラプス現象を低減できること
が知られている。また、窒化物半導体層と窒化シリコン膜との密着性を向上させるために
、窒化シリコン膜の組成を調整することが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２６１２５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　窒化物半導体を用いたＦＥＴとして、窒化物半導体層上に設けられたＮｉ（ニッケル）
を含有する金属パターンを有するゲート電極が絶縁膜で覆われた構造がある。このような
構造のＦＥＴを通電させると、Ｎｉを含有する金属パターンのＮｉが絶縁膜内に拡散する
ことが生じ、その結果、ゲート電極が他の金属層と短絡して、ＦＥＴが故障してしまうこ
とがある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、Ｎｉを含有する金属パターンのＮｉが
拡散することを抑制できる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、窒化物半導体層上に、上面および側面を有し、ニッケルを含有する金属パタ
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ーンを形成する工程と、前記金属パターンの前記上面および側面を含む露出面に対して無
電解めっきによってバリア層を形成し、前記金属パターンの表面を前記バリア層で被覆す
る工程と、を有することを特徴とする半導体装置の製造方法である。本発明によれば、Ｎ
ｉを含有する金属パターンのＮｉが拡散することを抑制できる。
【０００８】
　上記構成において、前記窒化物半導体層上に、開口を有する第１絶縁膜が設けられ、前
記金属パターンは、前記第１絶縁膜および前記開口に接して形成され、前記バリア層と前
記窒化物半導体層との間は、前記第１絶縁膜によって隔離されてなる構成とすることがで
きる。
【０００９】
　上記構成において、前記バリア層上に、無電解めっきによって導電層を形成する工程を
さらに有する構成とすることができる。
【００１０】
　上記構成において、前記バリア層の形成は、前記金属パターンよりも大きい幅を有する
開口が前記金属パターンに対応して形成されたマスクを設ける工程と、前記無電解めっき
によって、前記マスクの開口内に前記バリア層を構成する材料を充填して成長させる工程
と、によりなされる構成とすることができる。
【００１１】
　上記構成において、前記導電層が、前記マスクの開口内を充填して形成される構成とす
ることができる。
【００１２】
　上記構成において、前記バリア層上に第２絶縁膜を形成する工程をさらに有する構成と
することができる。
【００１３】
　上記構成において、前記第２絶縁膜上にフィールドプレートあるいはソースウォールを
構成する金属層を形成する工程をさらに有する構成とすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、Ｎｉを含有する金属パターンのＮｉが拡散することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、比較例１に係る半導体装置の断面図である。
【図２】図２は、ゲート電極を真空蒸着法で形成する工程を示す断面図である。
【図３】図３は、実施例１に係る半導体装置の断面図である。
【図４】図４（ａ）から図４（ｃ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面
図（その１）である。
【図５】図５（ａ）から図５（ｃ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面
図（その２）である。
【図６】図６（ａ）及び図６（ｂ）は、Ｐｄ層とＡｕ層とを電解めっき法で形成する工程
を示す断面図である。
【図７】図７（ａ）は、実施例１の変形例１に係る半導体装置を示す断面図であり、図７
（ｂ）は、実施例１の変形例２に係る半導体装置を示す断面図である。
【図８】ゲート電極を形成する工程の第１の変形例を示す断面図である。
【図９】ゲート電極を形成する工程の第２の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　まず、窒化物半導体を用いたＨＥＭＴの場合を例に、比較例１について説明する。図１
は、比較例１に係る半導体装置の断面図である。図１のように、ＳｉＣ基板である基板１
０上に、窒化物半導体層１２として、ＧａＮ（窒化ガリウム）層であるチャネル層１４と
ＡｌＧａＮ（窒化アルミニウムガリウム）層である電子供給層１６とがこの順に設けられ
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ている。なお、基板１０とチャネル層１４との間に、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）層であ
るバリア層が設けられていてもよい。電子供給層１６上に、ＧａＮ（窒化ガリウム）層で
あるキャップ層が設けられていてもよい。
【００１７】
　窒化物半導体層１２上に、ソース電極２０及びドレイン電極２２が設けられている。ソ
ース電極２０及びドレイン電極２２は、窒化物半導体層１２側からＴｉ（チタン）層とＡ
ｌ（アルミニウム）層とがこの順に積層された金属層であり、窒化物半導体層１２にオー
ミック接合している。
【００１８】
　ソース電極２０及びドレイン電極２２を覆うように、窒化物半導体層１２上に、窒化シ
リコン膜である第１絶縁膜１８が設けられている。第１絶縁膜１８の厚さは、例えば３０
ｎｍである。ソース電極２０とドレイン電極２２との間の第１絶縁膜１８に開口２４が設
けられている。開口２４に埋め込まれるようにゲート電極２６が設けられている。ゲート
電極２６は、その端部が第１絶縁膜１８上に位置していて、Ｔ字形状をしたＴ型ゲート電
極である。ゲート電極２６は、窒化物半導体層１２にショットキ接合している。ゲート電
極２６は、開口２４に埋め込まれるように第１絶縁膜１８上に設けられたＮｉ（ニッケル
）層２８と、Ｎｉ層２８上に設けられたＡｕ（金）層３２と、を有する金属層である。
【００１９】
　ゲート電極２６を覆うように、第１絶縁膜１８上に、窒化シリコン膜である第２絶縁膜
３４が設けられている。第２絶縁膜３４は、ゲート電極２６の段差の形状を反映した段差
を有する。ソース電極２０上及びドレイン電極２２上には、第２絶縁膜３４と第１絶縁膜
１８とを貫通して、ソース配線３６及びドレイン配線３８が設けられている。ソース配線
３６は、ソース電極２０の上面に接して設けられている。ドレイン配線３８は、ドレイン
電極２２の上面に接して設けられている。ソース配線３６及びドレイン配線３８は、Ａｕ
めっき層等の金属層である。
【００２０】
　第２絶縁膜３４上に、ＦＥＴの活性領域外でソース配線３６に接続されることでソース
電極２０に電気的に接続されたフィールドプレート４０が設けられている。フィールドプ
レート４０は、ゲート電極２６とドレイン電極２２との間であってゲート電極２６の段差
の形状を反映して形成された第２絶縁膜３４の段差を覆う位置に設けられ、ゲート電極２
６に沿ってゲート電極２６上まで延在している。フィールドプレート４０は、Ａｕめっき
層等の金属層である。
【００２１】
　比較例１のＦＥＴに対して高温通電試験を行った。高温通電試験は、ドレイン・ソース
電流が所定の大きさになるように、ゲート電極２６に印加する電圧を制御して行った。高
温通電試験後のＦＥＴにおいて、ゲート電極２６のＮｉ層２８に含まれるＮｉが、第２絶
縁膜３４に拡散する現象が生じた。Ｎｉの拡散は、第２絶縁膜３４に接するＮｉ層２８の
側面から拡散する場合に加え、Ｎｉ層２８のＮｉがＡｕ層３２に拡散してＡｕ層３２の表
面に到達した後、Ａｕ層３２の表面から拡散する場合がある（図１の矢印を参照）。この
ようなＮｉの拡散は、ゲート電極２６に吸着した水分等の酸素と反応して生成されたイオ
ン化したＮｉ酸化物が、高温通電試験の熱と電界によって第２絶縁膜３４に拡散するもの
と考えられる。Ｎｉ層２８のＮｉが第２絶縁膜３４に拡散することで、例えば、Ｎｉ拡散
領域がフィールドプレート４０に到達してゲート電極２６とフィールドプレート４０とが
短絡し、ＦＥＴが壊れてしまうことがある。
【００２２】
　そこで、発明者は、Ｎｉ層２８のＮｉが第２絶縁膜３４に拡散することを抑制するため
に、Ｎｉ層２８をＰｄ（パラジウム）層で覆う構造のゲート電極を検討した。ゲート電極
２６は、真空蒸着法及びリフトオフ法を用いて形成されることから、Ｐｄ層も真空蒸着法
を用いて形成することを試みた。
【００２３】
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　図２は、ゲート電極を真空蒸着法で形成する工程を示す断面図である。図２のように、
基板１０上に形成された窒化物半導体層１２上に、開口２４を有する第１絶縁膜１８が形
成されている。この第１絶縁膜１８上に、開口２４よりも大きな開口６０を有するレジス
ト層６２を形成する。レジスト層６２をマスクとして、真空蒸着法によってＮｉを堆積さ
せて、開口２４に埋め込まれるように第１絶縁膜１８上にＮｉ層２８を形成する。続いて
、真空蒸着法によってＰｄを堆積させて、Ｎｉ層２８上にＰｄ層３０を形成する。続いて
、真空蒸着法によってＡｕを堆積させて、Ｐｄ層３０上にＡｕ層３２を形成する。これに
より、Ｎｉ層２８、Ｐｄ層３０、及びＡｕ層３２を有するゲート電極２６が形成される。
【００２４】
　図２のように、ゲート電極２６の断面は、上部ほど幅が狭い台形形状をしている。これ
は、蒸着が進むに従い、レジスト層６２上に形成される蒸着膜によって、レジスト層６２
の開口６０の幅が狭まるためによるものである。このため、Ｎｉ層２８を形成した後に、
Ｐｄを真空蒸着法で堆積しても、Ｐｄ層３０はＮｉ層２８の上面に形成されるだけで、Ｎ
ｉ層２８の側面を被覆することは難しい。したがって、このような形状のゲート電極２６
を覆うように第２絶縁膜３４を形成した場合、Ｎｉ層２８の側面から第２絶縁膜３４にＮ
ｉが拡散することが生じてしまう。
【００２５】
　そこで、ゲート電極が有するＮｉ層の上面と側面とをＰｄ層で被覆して、Ｎｉ層に含ま
れるＮｉの拡散を抑制することができる実施例について以下に説明する。
【実施例１】
【００２６】
　図３は、実施例１に係る半導体装置の断面図の例である。図３のように、ゲート電極５
０は、開口２４に埋め込まれるように第１絶縁膜１８上に設けられたＮｉ層５２からなる
金属パターンと、Ｎｉ層５２の上面と側面とを覆うＰｄ層５４からなるバリア層と、Ｐｄ
層５４上に設けられたＡｕ層５６からなる導電層と、を有する。Ｎｉ層５２は、窒化物半
導体層１２に対してショットキ接合を構成する。Ｐｄ層５４のゲート長方向の長さとＡｕ
層５６のゲート長方向の長さとは同じである。つまり、ゲート電極５０の断面は、上部に
向かっても幅は一定となっている。Ｎｉ層５２の厚さは、例えば３０ｎｍである。Ｐｄ層
５４の厚さは、例えば６０ｎｍである。Ａｕ層５６の厚さは、例えば５００ｎｍである。
また、後述の実施例１に係る半導体装置の製造方法で詳しく説明するが、Ｎｉ層５２は真
空蒸着法によって形成され、Ｐｄ層５４とＡｕ層５６とは無電解めっき法によって形成さ
れる。その他の構成は比較例１の図１と同じであるため、説明を省略する。
【００２７】
　次に、実施例１に係る半導体装置の製造方法について説明する。図４（ａ）から図５（
ｃ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。図４（ａ）のように
、ＳｉＣ基板である基板１０上に、窒化物半導体層１２として、ＧａＮ層であるチャネル
層１４とＡｌＧａＮ層である電子供給層１６とをこの順に成長させる。チャネル層１４及
び電子供給層１６の成長は、ＭＯＣＶＤ法（有機金属気相成長法）を用いることができる
。窒化物半導体層１２上に、真空蒸着法及びリフトオフ法を用いて、窒化物半導体層１２
側からＴｉ層とＡｌ層とがこの順に積層された金属層を形成する。その後、例えば５００
℃から８００℃の温度で金属層に対してアニール処理を行い、窒化物半導体層１２にオー
ミック接合するオーミック電極であるソース電極２０及びドレイン電極２２を形成する。
ソース電極２０とドレイン電極２２とを覆うように、窒化物半導体層１２上に、プラズマ
ＣＶＤ法（プラズマ化学気相成長法）を用いて、窒化シリコン膜である第１絶縁膜１８を
形成する。ソース電極２０とドレイン電極２２との間であって、ゲート電極を形成すべき
領域の第１絶縁膜１８を除去して開口２４を形成する。開口２４の底面は、窒化物半導体
層１２が露出している。これにより、窒化物半導体層１２上に、開口２４を有する第１絶
縁膜１８が形成される。
【００２８】
　図４（ｂ）のように、第１絶縁膜１８上に、開口２４に対応する位置に開口２４よりも
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大きな第１開口４２を有するマスク層である第１レジスト層４４を形成する。第１レジス
ト層４４は、第１開口４２において上側部分が下側部分よりも突き出た形状をしている。
このような形状の第１レジスト層４４は、フォトプロセスを２回繰り返すことによって形
成できる。なお、第１レジスト層４４は、第１開口４２において逆テーパ形状をしている
場合でもよい。
【００２９】
　図４（ｃ）のように、第１レジスト層４４をマスクとして、真空蒸着法を用いてＮｉか
らなる金属パターンを堆積する。これにより、窒化物半導体層１２上に、上面および側面
を有し、Ｎｉを含有する金属パターンが形成される。つまり、開口２４内の窒化物半導体
層１２上及び第１絶縁膜１８上に、Ｎｉ層５２が形成される。典型的にＮｉ層５２は、真
空蒸着法で形成されるため、上部に向かうほど幅が狭まる断面形状となる。
【００３０】
　図５（ａ）のように、第１レジスト層４４を除去した後、第１絶縁膜１８上に、Ｎｉ層
５２のゲート長方向の幅よりも大きい幅を有する第２開口４６がＮｉ層５２に対応して形
成されたマスク層である第２レジスト層４８を形成する。次に、第２レジスト層４８をマ
スクとして、無電解めっき法により、第２開口４６内にＰｄを充填して成長させる。この
Ｐｄは、Ｎｉの拡散に対するバリア層である。無電解めっき法では、Ｐｄは下地活性層と
なるＮｉ層５２に対して等方的に成長する。このため、Ｐｄ層５４が、Ｎｉ層５２の露出
面、即ち、Ｎｉ層５２（金属パターン）の上面および側面を被覆するように形成される。
これにより、Ｎｉ層５２（金属パターン）の表面がバリア層であるＰｄ層５４で被覆され
る。なお、窒化物半導体層１２上に第１絶縁膜１８が形成されているため、Ｐｄ層５４と
窒化物半導体層１２との間は第１絶縁膜１８によって隔離されて、Ｐｄ層５４は窒化物半
導体層１２に接することなく形成される。続いて、無電解めっき法により、第２開口４６
内をＡｕで充填して、導電層としてＡｕを成長させる。これにより、Ｐｄ層５４上にＡｕ
層５６が形成される。これらによって、Ｎｉ層５２、Ｐｄ層５４、及びＡｕ層５６を有す
るゲート電極５０が形成される。Ｐｄ層５４及びＡｕ層５６の幅Ｗ１は、第２レジスト層
４８の第２開口４６の幅で規定され、例えば１．０μｍである。第１絶縁膜１８の上面に
接する部分におけるＮｉ層５２の幅Ｗ２は、例えば０．８μｍである。Ｎｉ層５２の上部
の幅Ｗ３は、例えば０．６μｍである。
【００３１】
　図５（ｂ）のように、第２レジスト層４８を除去した後、ゲート電極５０を覆うように
、プラズマＣＶＤ法を用いて、窒化シリコン膜である第２絶縁膜３４を形成する。第２絶
縁膜３４には、ゲート電極５０の段差の形状を反映した段差が形成される。
【００３２】
　図５（ｃ）のように、ソース電極２０上及びドレイン電極２２上の第２絶縁膜３４と第
１絶縁膜１８とを除去して開口を形成する。この開口内及び第２絶縁膜３４上に、めっき
法を用いて、金属層を形成する。金属層は、ソース電極２０の上面に接するソース配線３
６、ドレイン電極２２の上面に接するドレイン配線３８、及び第２絶縁膜３４の段差を覆
う位置に設けられたフィールドプレート４０を含む。これにより、実施例１に係る半導体
装置が完成する。
【００３３】
　実施例１によれば、図３のように、ゲート電極５０は、開口２４に埋め込まれるように
第１絶縁膜１８上に設けられ、上面および側面を有するＮｉ層５２と、Ｎｉ層５２の上面
及び側面を覆うＰｄ層５４と、Ｐｄ層５４上に設けられたＡｕ層５６と、を有する。Ｐｄ
層５４によって、Ｎｉ層５２は、第２絶縁膜３４及びＡｕ層５６に接することなく設けら
れている。これにより、Ｐｄ層５４が、Ｎｉ層５２に含まれるＮｉの拡散を抑制するバリ
ア層として機能し、Ｎｉ層５２のＮｉが第２絶縁膜３４に拡散することを抑制できる。よ
って、半導体装置の故障を抑制できる。
【００３４】
　Ｎｉ層５２の上面及び側面を被覆するＰｄ層５４は、図５（ａ）で説明したように、無
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電解めっき法により形成される。無電解めっき法は、上述したように、めっき層が下地活
性層に対して等方的に成長するため、Ｐｄ層５４は、Ｎｉ層５２の上面及び側面を含む露
出面を被覆し、Ｎｉ層５２の表面を覆って形成される。また、Ｐｄ層５４が等方的に成長
することから、Ｎｉ層５２の上面に形成された、開口２４の段差に起因した段差部分も十
分な厚さで被覆することができる。例えば、図２のように、Ｐｄ層３０を真空蒸着法で形
成した場合、蒸着源から基板１０に対して垂直に蒸着粒子が入射するよう、蒸着源と基板
１０との位置関係が設定されるため、Ｎｉ層２８の上面の段差部分を十分な厚さのＰｄ層
３０で被覆することが難しい。このため、Ｎｉ層２８のＮｉがＡｕ層３２に拡散し、その
結果、Ｎｉが第２絶縁膜３４に拡散してしまう。しかしながら、実施例１では、Ｐｄ層５
４を無電解めっき法で形成することで、Ｎｉ層５２の上面の段差部分を十分な厚さのＰｄ
層５４で被覆することができるため、Ｎｉ層５２のＮｉがＡｕ層５６を経由して第２絶縁
膜３４に拡散することを抑制できる。
【００３５】
　ここで、Ｐｄ層及びＡｕ層を無電解めっき法ではなく、電解めっき法で形成した場合の
問題点について説明する。図６（ａ）及び図６（ｂ）は、Ｐｄ層及びＡｕ層を電解めっき
法で形成する工程を示す断面図である。図６（ａ）のように、窒化物半導体層１２上に形
成された第１絶縁膜１８の開口２４に埋め込まれるように、真空蒸着法又はスパッタ法を
用いて、第１絶縁膜１８上にＮｉ層７２を形成する。ここで、Ｎｉ層７２をＰｄ層及びＡ
ｕ層を電解めっき法で形成する際のシード層として用いるために、基板１０上全面にＮｉ
層７２を残存させておく。
【００３６】
　Ｎｉ層７２上に、開口２４よりも大きな開口を有するレジスト層７８を形成する。レジ
スト層７８をマスクとして、電解めっき法を用いて、Ｎｉ層７２上に、Ｐｄ層７４とＡｕ
層７６とを順に成長させる。
【００３７】
　図６（ｂ）のように、レジスト層７８を除去した後、Ａｕ層７６とＰｄ層７４とをマス
クとして、Ｎｉ層７２をエッチングする。これにより、Ｎｉ層７２、Ｐｄ層７４、及びＡ
ｕ層７６を有するゲート電極７０が形成される。
【００３８】
　このように、Ｐｄ層７４とＡｕ層７６とを電解めっき法で形成する場合、Ｎｉ層７２を
シード層として用いるため、図６（ｂ）のように、Ｐｄ層７４とＡｕ層７６とを形成した
後、Ｎｉ層７２をエッチングして除去することがなされる。このため、Ｎｉ層７２の側面
をＰｄ層７４で覆うことができず、Ｎｉ層７２のＮｉが第２絶縁膜３４に拡散することが
生じてしまう。このように、Ｐｄ層７４及びＡｕ層７６を電解めっき法を用いて形成する
場合では、Ｎｉ層７２のＮｉが拡散してしまうことを抑制できない。したがって、実施例
１では、Ｐｄ層５４とＡｕ層５６とを無電解めっき法を用いて形成している。
【００３９】
　また、ゲート電極の抵抗を低減させるためにＡｕ層を設けているが、図２のように、ゲ
ート電極２６を真空蒸着法で形成する場合、ゲート電極２６の上側ほど幅が狭い断面形状
となる。このため、Ａｕ層３２を厚くしても、ゲート電極２６の抵抗を低減させる効果が
小さい。一方、実施例１では、Ｐｄ層５４とＡｕ層５６とを無電解めっき法で形成してい
るため、矩形形状をしたゲート電極５０が得られる。このため、Ａｕ層５６を厚くするこ
とで、ゲート電極５０の抵抗を効果的に低減させることができる。
【００４０】
　さらに、図２のように、Ｐｄ層３０とＡｕ層３２とを真空蒸着法で形成する場合は、ウ
エハである基板１０の外周部でパターンの位置ずれが生じる場合がある。これは、蒸着源
に比べて、ウエハが遥かに大きいためである。一方、実施例１では、Ｐｄ層５４とＡｕ層
５６とは無電解めっき法で形成しているため、Ｎｉ層５２に対してＰｄ層５４とＡｕ層５
６とのパターンの位置がずれることを抑制できる。
【００４１】
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　Ｎｉ層５２の厚さは、３０ｎｍの場合に限られず、１０ｎｍ以上且つ１００ｎｍ以下の
場合でもよい。Ｐｄ層５４の厚さは、６０ｎｍの場合に限られず、１０ｎｍ以上且つ８０
ｎｍ以下の場合でよい。Ａｕ層５６の厚さは、５００ｎｍの場合に限られず、２００ｎｍ
以上且つ１０００ｎｍ以下の場合でもよい。また、第１絶縁膜１８の厚さは、３０ｎｍの
場合に限られず、１０ｎｍ以上且つ１００ｎｍ以下の場合でもよい。ただし、Ｎｉ層５２
の厚さに対する第１絶縁膜１８の厚さの比（即ち、第１絶縁膜１８の厚さ／Ｎｉ層５２の
厚さ）は、０．５以上且つ１．５以下である場合が好ましい。この第１絶縁膜１８の厚さ
／Ｎｉ層５２の厚さの比が１．５より大きい場合、開口２４において、第１絶縁膜１８上
に堆積したＮｉ層５２と、開口２４に埋め込まれたＮｉ層５２とが、物理的に乖離した段
切れ状態となるため、１．５以下の場合が好ましい。また、第１絶縁膜１８の厚さ／Ｎｉ
層５２の厚さの比が０．５以上のとき、真空蒸着法において、Ｎｉ層５２の上面に形成さ
れる、開口２４の段差に起因した段差部分が問題となるが、実施例１ではＰｄ層５４を無
電解めっき法で形成することで、Ｎｉ層５２の上面の段差部分を十分な厚さのＰｄ層５４
で被覆することができ、Ｎｉ層５２のＮｉがＡｕ層５６を経由して第２絶縁膜３４に拡散
することを抑制できるため、０．５以上の場合にも問題がない。
【００４２】
　また、Ｎｉ層５２の側面におけるＰｄ層５４の厚さ（図５（ａ）におけるＷ１－Ｗ２）
は、Ｎｉの拡散を抑制するために、０．２μｍ以上の場合が好ましく、０．３μｍ以上の
場合がより好ましく、０．４μｍ以上の場合がさらに好ましい。
【００４３】
　図３のように、フィールドプレート４０は、ゲート電極５０の段差の形状を反映して形
成された第２絶縁膜３４の段差を覆う位置に設けられ、ゲート電極５０に沿ってゲート電
極５０上まで延在している場合を例に示した。しかしながら、図７（ａ）の実施例１の変
形例１に係るＦＥＴのように、フィールドプレート８０が、ゲート電極５０とドレイン電
極２２との間に位置し、ゲート電極５０上まで延在していない場合でもよい。なお、フィ
ールドプレート８０も、フィールドプレート４０と同様に、Ａｕめっき層等の金属層から
なり、ＦＥＴの活性領域外でソース配線３６に接続されている。
【００４４】
　第２絶縁膜３４上に形成されるフィールドプレート４０、８０は、ソース電極２０に電
気的に接続されている場合に限られず、ソース電極２０に電気的に接続されていない場合
でもよい。フィールドプレート４０、８０は、浮き導体の場合でもよい。この場合でも、
ゲート電極５０のＮｉ層５２に含まれるＮｉがフィールドプレート４０、８０に向かって
第２絶縁膜３４を拡散し易いため、Ｎｉ層５２の上面と側面とを覆ってＰｄ層５４を設け
ることが有効である。しかしながら、フィールドプレート４０、８０がソース電極２０に
電気的に接続されている場合は、ゲート電極５０のＮｉ層５２に含まれるＮｉがフィール
ドプレート４０、８０に向かって第２絶縁膜３４をより拡散し易い。したがって、フィー
ルドプレート４０、８０がソース電極２０に電気的に接続されている場合に、Ｎｉ層５２
の上面と側面とを覆ってＰｄ層５４を設けることがより有効である。
【００４５】
　また、フィールドプレート４０の代わりに、図７（ｂ）の実施例１の変形例２に係るＦ
ＥＴのように、ソースウォール８２が設けられている場合でもよい。ソースウォール８２
は、Ａｕめっき層等の金属層からなり、ソース配線３６に接続され、第２絶縁膜３４上で
ゲート電極５０を覆うように、ソース配線３６から第２絶縁膜３４の段差を覆う位置に延
在して設けられている。ソースウォール８２は、ソース電極２０に電気的に接続されてい
るため、ゲート電極５０のＮｉ層５２に含まれるＮｉがソースウォール８２に向かって第
２絶縁膜３４を拡散し易い。したがって、ソースウォール８２が設けられている場合に、
Ｎｉ層５２の上面と側面とを覆ってＰｄ層５４を設けることがより有効である。
【００４６】
　図５（ａ）のように、Ｎｉ層５２に対してソース電極２０側及びドレイン電極２２側に
対称な形状の第２開口４６を有する第２レジスト層４８をマスクとして、無電解めっき法
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にてＰｄ層５４及びＡｕ層５６を形成しているが、これに限られない。図８は、ゲート電
極５０を形成する工程の第１の変形例を示す断面図である。図８のように、Ｎｉ層５２に
対してソース電極２０側及びドレイン電極２２側に非対称な形状の第２開口９０を有する
第２レジスト層９２をマスクとして、無電解めっき法にてＰｄ層５４とＡｕ層５６とを形
成してもよい。この場合、ドレイン側に延びたゲート電極により、ショットキ接合近傍へ
のキャリアトラップを低減することができ、ドレイン電流のコラプス現象を低減すること
が可能となる。
【００４７】
　また、図５（ａ）のように、第１レジスト層４４を除去した後、Ｎｉ層５２の幅よりも
大きい第２開口４６を有する第２レジスト層４８を形成し、これをマスクとして、無電解
めっき法にてＰｄ層５４とＡｕ層５６とを形成しているが、これに限られない。図９は、
ゲート電極５０を形成する工程の第２の変形例を示す断面図である。図９のように、Ｐｄ
層５４とＡｕ層５６とのパターンの大きさに制約がなく、余裕がある場合には、第２レジ
スト層４８を形成することなく、無電解めっき法にてＰｄ層５４とＡｕ層５６とを形成し
てもよい。これにより、第２レジスト層４８を形成する工程を省くことができるため、製
造工程を短縮できる。
【００４８】
　Ｎｉ層５２は、真空蒸着法を用いて形成する場合に限られず、スパッタ法を用いて形成
してもよい。また、真空蒸着法又はスパッタ法にてＮｉを数ｎｍ堆積した後、無電解めっ
き法にてＮｉ、Ｐｄ、Ａｕを連続して成長させて、Ｎｉ層５２、Ｐｄ層５４、及びＡｕ層
５６を有するゲート電極５０を形成してもよい。
【００４９】
　窒化物半導体層１２上に、開口２４を有する第１絶縁膜１８が設けられている場合に、
ＦＥＴの活性化処理を適切に実施すれば、開口２４の窒化物半導体層１２上からのみ無電
解めっき金属を成長させることができる。したがって、活性化処理を適切に行い、Ｎｉ層
５２、Ｐｄ層５４、及びＡｕ層５６の全てを無電解めっき法にて形成する場合でもよい。
【００５０】
　図３のように、開口２４に埋め込まれるように第１絶縁膜１８上にＮｉ層５２が設けら
れているが、Ｎｉ層５２の場合に限られず、Ｎｉを含有する金属パターンであればよい。
Ｎｉを含有する金属パターンの例として、Ｎｉ層の他に、Ｎｉと他の金属とを含む層の場
合や、Ｎｉ層と他の金属層との積層の場合が挙げられる。
【００５１】
　Ｎｉ層５２の上面及び側面を覆う金属層が、Ｎｉ層５２の上面及び側面を覆うＰｄ層５
４と、Ｐｄ層５４上に設けられたＡｕ層５６と、を含む場合を例に示したが、これに限ら
れる訳ではない。Ｎｉ層５２に含まれるＮｉが拡散することを抑制するバリア層として機
能すれば、Ｎｉ層５２の上面及び側面をＰｄ層５４以外のバリア層、例えばＰｔ（白金）
層で覆っている場合でもよい。また、ゲート電極５０の抵抗が低減すれば、Ｐｄ層５４上
にＡｕ層５６以外の低抵抗の導電層、例えばＣｕ（銅）が設けられている場合でもよい。
【００５２】
　基板１０は、ＳｉＣ基板の他にも、例えばＳｉ基板、サファイア基板、又はＧａＮ基板
等、その他の基板を用いることができる。基板１０上に形成される窒化物半導体層として
は、ＧａＮ層、ＩｎＮ層、ＡｌＮ層、ＩｎＧａＮ層、ＡｌＧａＮ層、ＩｎＡｌＮ層、及び
ＩｎＡｌＧａＮ層のうちの少なくとも１つを含む単層又は積層を用いることができる。第
１絶縁膜１８及び第２絶縁膜３４は、窒化シリコン膜以外の絶縁膜、例えば酸化シリコン
膜を用いてもよい。
【００５３】
　実施例１では、ＨＥＭＴの場合を例に示したが、ＭＥＳＦＥＴ（Metal Semiconductor 
Field Effect Transistor）等、その他のＦＥＴの場合でもよいし、ＦＥＴ以外の半導体
装置の場合でもよい。また、第２絶縁膜３４上にフィールドプレート又はソースウォール
を構成する金属層が設けられている場合を例に示したが、金属層が設けられていない場合
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でもよい。この場合でも、Ｎｉ層５２のＮｉが第２絶縁膜３４に拡散することがあるため
、Ｎｉ層５２の上面及び側面をＰｄ層５４で覆うことが望ましい。
【００５４】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明はかかる特定の実施例に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形
・変更が可能である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　基板
　１２　窒化物半導体層
　１４　チャネル層
　１６　電子供給層
　１８　第１絶縁膜
　２０　ソース電極
　２２　ドレイン電極
　２４　開口
　２６、５０　ゲート電極
　２８、５２　Ｎｉ層
　３０、５４　Ｐｄ層
　３２、５６　Ａｕ層
　３４　第２絶縁膜
　３６　ソース配線
　３８　ドレイン配線
　４０、８０　フィールドプレート
　４２　第１開口
　４４　第１レジスト層
　４６　第２開口
　４８　第２レジスト層
　８２　ソースウォール
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